
＜りそな保証株式会社 旧社名のご案内＞ 

 

〇抵当権者名が以下の場合、当該会社は現在の「りそな保証株式会社」へ吸収合併されて 

 おります。 

 ご完済日によっては抵当権移転登記の手続きが必要になりますので、りそな保証㈱まで 

 ご連絡ください。登記手続きにはお時間を要しますので、売却等でお急ぎの方はご注意 

 ください。 

  ・昭和信用保証㈱ 

  ・協和銀クレジット㈱ 

  ・あさひ銀クレジット㈱ 

  ・新日本保証㈱ 

  ・大和ギャランティ㈱ 

 

〇抵当権者名が以下の場合は、商号変更のため抵当権移転登記は不要になります。 

  ・首都圏保証サービス㈱ 

  ・埼銀保証㈱ 

  ・あさひ銀保証㈱ 


